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おしらせHOTコーナー 

     

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。 

  

„
エ
ロ
ー
ラ
の
ゴ
ー
シ
ュ
“
Ｖｏｌ．
８
渡
部
　

宏
チ
ェ
ロ
・
リ
サ
イ
タ
ル
〜
７
月
の
星
め

ぐ
り
〜 

Q
７
月
１７
日
豸
　
午
後
２
時
開
演
（
１
時

３０
分
開
場
） 

L
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
（
松
伏
町
中

央
公
民
館
〈
東
武
伊
勢
崎
線
北
越
谷
駅
東

口
か
ら
エ
ロ
ー
ラ
行
き
バ
ス
で
「
中
央
公

民
館
前
」
下
車
〉
） 

O
出
演
／
渡
部
宏
（
チ
ェ
ロ
）
、
テ
ィ
モ

シ
ー
・
ボ
ザ
ー
ス
（
ピ
ア
ノ
）
、
ゲ
ス
ト

／
桜
井
大
士
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
） 

P
【
全
席
指
定
】
大
人
３
０
０
０
円
、
高

校
生
ま
で
２
０
０
０
円
※
未
就
学
児
の
入

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

J
田
園
ホ
ー
ル
・
エ
ロ
ー
ラ
蕁
９９２
・
１
０

０
１ 

  

第
１１
回
よ
し
か
わ
マ
ル
シ
ェ 

Q
６
月
２６
日
豸
　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後

０
時
３０
分 

L
お
あ
し
す
イ
ベ
ン
ト
広
場 

O
市
内
の
商
店
や
農
家
な
ど
が
中
心
と
な

っ
て
開
催
す
る
「
な
ま
ず
の
里
よ
し
か
わ

『
逸
品
朝
市
』
」
は
今
年
か
ら
「
よ
し
か

わ
マ
ル
シ
ェ
」
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
市
場
」
）

に
改
称
し
、
装
い
も
新
た
に
活
動
し
ま
す
。 

　
ま
た
今
年
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
支

援
と
し
て
、
義
援
金
の
募
金
を
行
い
ま
す
。

ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

J
商
工
課
蕁
９８２
・
９
６
９
７ 

  

第
３０
回
越
谷
市
県
展
記
念
作
品
展 

Q
７
月
５
日
貂
〜
１０
日
豸
　
午
前
１０
時
〜

午
後
６
時
（
５
日
は
午
後
１
時
か
ら
、
１０

日
は
午
後
５
時
ま
で
） 

L
サ
ン
シ
テ
ィ
展
示
ホ
ー
ル
（
東
武
伊
勢

崎
線
新
越
谷
駅
東
口
徒
歩
５
分
） 

O
日
本
画
・
洋
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
書
・

写
真
の
６
部
門
の
展
示 

P
無
料 

J
生
涯
学
習
課
蕁
９６３
・
９
３
０
７ 

  
朝
顔
市 

Q
７
月
３
日
豸
　
午
前
９
時
〜 

L
草
加
松
原
遊
歩
道
（
東
武
伊
勢
崎
線
松

原
団
地
駅
東
口
下
車
徒
歩
５
分
） 

O
あ
ん
ど
ん
型
に
仕
立
て
た
朝
顔
１
０
０

０
鉢
を
１
鉢
１
５
０
０
円
で
販
売
。
草
加

の
Ｐ
Ｒ
人
草
加
さ
わ
や
か
さ
ん
も
売
り
子

と
し
て
販
売
に
一
役
買
い
ま
す
。
枝
豆
な

ど
の
草
加
の
地
場
産
野
菜
、
姉
妹
都
市
福

島
県
昭
和
村
の
農
産
物
な
ど
も
販
売
。
せ

ん
べ
い
の
手
焼
き
体
験
も
あ
り
ま
す
。 

J
草
加
市
観
光
協
会
事
務
局
（
産
業
振
興

課
内
）
蕁
９２２
・
０
８
３
９ 

  

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動 

Q
７
月
２
日
貍
〜
３
日
豸
　
午
前
１０
時
〜

午
後
４
時
３０
分
（
３
日
は
午
後
４
時
ま
で
） 

L
文
化
会
館
（
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
三
郷
駅
北

口
か
ら
徒
歩
１３
分
） 

O
講
演
会
、
キ
ャ
ピ
ッ
ク
展
、
愛
の
募
金
、

バ
ザ
ー
※
講
演
会
は
２
日
午
後
１
時
〜 

J
三
郷
市
生
活
ふ
く
し
課
蕁
９９３
・
７
７
７

５ 

■
７
月
の
休
館
日
 

　
八
幡
・
八
條
図
書
館
　
４
日
豺
・
１１
日
豺
・
 

　
１９
日
貂
・
２５
日
豺
　
　
　
　
　
　
　
　
 

　
駅
前
出
張
所
図
書
窓
口
　
毎
週
土
・
日
・
 

　
月
曜
日
・
祝
日
・
１９
日
貂
 

      新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
資
料
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。
 

■
一
般
書
 

「
さ
ら
ば
銀
行
の
光
」
 江

上
　
　
剛
　
著
 

「
ナ
ニ
ワ
・
モ
ン
ス
タ
ー
」
 

海
堂
　
　
尊
　
著
 

「
隣
室
の
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
」
 

藤
堂
志
津
子
　
著
 

「
先
生
の
隠
し
ご
と
」
 仁

木
　
英
之
　
著
 

「
や
ん
ち
ゃ
な
時
代
」
 林

　
真
理
子
　
著
 

「
グ
ロ
ウ
ブ
号
の
冒
険
」
 

井
上
ひ
さ
し
　
著
 

「
ナ
マ
コ
」
 

椎
名
　
　
誠
　
著
 

「
心
は
あ
な
た
の
も
と
に
」
 

村
上
　
　
龍
　
著
 

■
児
童
書
 

「
ゆ
う
き
を
だ
し
て
！
」
 

い
も
と
　
よ
う
こ
　
文
・
絵
 

「
『
け
ん
ぽ
う
』
の
お
は
な
し
」
 

井
上
　
ひ
さ
し
　
原
案
 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
も
り
う
た
」
 

西
本
　
鶏
介
　
作
 

「
う
っ
と
り
は
な
に
み
と
れ
た
ら
」
 

内
田
麟
太
郎
　
文
 

「
き
つ
ね
、
き
つ
ね
、
き
つ
ね
が
と
お
る
」 

伊
藤
　
遊
　
作
 

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
の
た
う
え
」
 

さ
こ
　
も
も
み
　
作
 

「
ぴ
あ
の
う
さ
ぎ
」
 

あ
き
や
ま
　
た
だ
し
　
作
・
絵
 

         　
資
料
館
で
は
、
土
曜
日
の
午
後
（
月
１

回
程
度
）
に
体
験
講
座
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
体
験
講
座
は
、
八
潮
で
培
わ
れ
て
き

た
伝
統
工
芸
や
地
域
の
文
化
に
つ
い
て
学

ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
平
成
８
年
に
始
ま

り
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
方
々
の
参
加
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
 

　
今
年
度
の
講
座
で
は
、
八
潮
の
地
場
産

業
で
あ
る
藍
染
め
や
布
ぞ
う
り
づ
く
り
な

ど
の
も
の
づ
く
り
体
験
、
自
家
製
み
そ
づ

く
り
や
カ
マ
ド
で
の
ご
飯
た
き
と
い
っ
た

昔
の
食
文
化
体
験
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
を
用

意
し
て
い
ま
す
。
 

　
体
験
形
式
で
楽
し
く
学
べ
る
講
座
で
す

の
で
、
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
 

※
申
込
方
法
な
ど
は
、
各
講
座
ご
と
に
『
広

報
や
し
お
』
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

J
文
化
財
保
護
課
蕁
９９７
・
６
６
６
６
 

第４条　自治の基本理念 
　市民は、自治の主体者として、市議会及び行政とともにまちづくりを推進します。 

　本市では、市民が自治の主体者であり、市議会や行政とともにまちづくりを進めて
いくことを自治の基本理念として位置付けています。 
 
第５条　参画の原則 
　行政は、市民に対して参画の機会を保障します。 

　市民が参画をすることができる環境を整えるため、行政は参画の機会を保護し、守
っていかなければなりません。 
 
第６条　協働の原則 
　市民、市議会及び行政は、協働を基本としたまちづくりを行います。 

　市民、市議会および行政は、それぞれの役割と責務に基づいて、お互いの立場を
尊重し、共通の目的の達成に向けてお互いに協力し合う「協働」を基本としたまちづ
くりに取り組むことを規定しています。 
 
第７条　情報共有の原則 
　市民、市議会及び行政は、市政に関する情報を共有します。 

　本市のまちづくりを進めていくためには、市政に関する情報を市民、市議会および
行政が共有することが不可欠であり、市政に関する情報は共有の財産として、相互に
活用することを規定しています。 
 
第８条　情報公開の原則 
　市議会及び行政は、市民に対して市政に関する情報を迅速かつ適切に公開します。 

　情報共有の原則を実現するために前提となる情報公開について規定しています。 
 
　八潮市自治基本条例の全文は、市のホームページに掲載しています。 

体
験
講
座
に
参
加
し
て
 

み
ま
せ
ん
か
 

7月1日から施行される自治基本条例を詳しく解説します。 

第2章　自治の基本理念と基本原則 
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新しい自治のかたち 新しい自治のかたち 参画と協働 参画と協働 

行 
と って
み
た
い
な 

な
り
ま
ち 

越
谷
市 

三
郷
市 
吉
川
市 

草
加
市 

松
伏
町 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
ん
こ
う
　
　
　
ひ
か
り
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
が
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ご
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　か
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ど
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た
け
る
 

　
り
ん
　
し
つ
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
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ど
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ず
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せ
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か
く
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
き
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で
ゆ
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ぼ
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む
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か
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り
ゅ
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の
う
え
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け
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す
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八潮市自治基本条例解説③ 八潮市自治基本条例解説③ 

自治基本条例講演会 

平成23年度体験講座一覧 

開催日 

６月２５日 

７月２３日 

８月 ６ 日 

８月２７日 

９月１７日 

１０月２２日 

１１月２６日 

１２月１０日 

１月２８日 

布ぞうりづくり 

藍染め（絞り染め） 

藍染め（注染染め） 

藍染め（型染め） 

紙すき体験　はがきづくり 

手作りみそづくり 

かまどでご飯炊き 

もちつき大会 

手作りこんにゃくづくり 

講座名 

※2月に開催する講座の内容は未定です。 

　市では、市政運営の基本理念や市民と行政との協働によるま
ちづくりに必要な考え方や仕組みなどの基本的なルールを定め
た「八潮市自治基本条例」を昨年１２月に制定しました。 
　７月１日の施行に向けて、多くの方 に々ご理解いただけるよう「自
治基本条例講演会」を開催します。 
Q６月２５日貍　午前１０時～正午（９時３０分開場） 
L八潮メセナ集会室 
O講師＝磯部哲さん（慶應義塾大学大学
院法務研究科准教授・元八潮市自治基
本条例市民検討委員会委員） 
R２００人　P無料 
※手話通訳有り 
J市民協働推進課蕁A４９７ 


